
令和４年度三豊市成年後見制度利用促進審議会 
 

日 時 令和 4 年10 月20 日（木）17:30～19:00 
場 所 三豊市役所危機管理センター3 階 301・302 会議室 

 
１．開会 
 
２．会長及び副会長選任 
 
３．あいさつ 
 
４．協議事項 
 （１）第二期成年後見制度利用促進基本計画について 
 
 
（２）三豊市における取組状況について 

  ・市民後見人の養成・活躍支援 
 
  ・市長申立て ケース概要とその特徴 
 
 
 （３）関係機関との連携について 
  ・県社協 
 
  ・医療機関、介護施設、障害者施設 
 
  ・専門職団体 
   
  ・家庭裁判所 
 
 
（４）その他 
・各委員よりご意見  

 
５．閉会 



番号 役　職　名 役職名 委員

1 三豊・観音寺市医師会 理事 大塚　智丈

2 三豊市民生委員児童委員協議会連合会 会長 前田　昭文

3 香川県弁護士会 弁護士 秋月　智美

4 香川県司法書士会 司法書士 原田　祥一郎

5 香川県社会福祉士会 社会福祉士 三瀬　誠

6 高齢者分野関係者（介護サービス事業者協議会） 会長 仁井　昌彦

7 高齢者分野関係者（介護サービス事業者協議会） 理事 筒井　達也

8 障害者分野関係者（三観地域自立支援協議会） 協議会代表 熊川　宏美

9 学識経験者（四国学院大学） 教授 西谷　清美

10 香川県社会福祉協議会　地域福祉課 課長 十河　真子

11 三豊市社会福祉協議会 事務局長 滝口　直樹

12 三豊市社会福祉協議会
法人成年後見等
事業担当

嶋田　真理子

高松家庭裁判所（オブザーバー） 首席書記官 松岡　正樹

高松家庭裁判所観音寺支部（オブザーバー） 庶務課長 山磨　健一

三豊市健康福祉部 部長 藤田　伸治

三豊市健康福祉部 福祉事務所　福祉課 課長 内田　雅人

三豊市健康福祉部介護保険課 課長 橋村　嘉一

三豊市地域包括支援センター センター長 大西　茂子

三豊市成年後見制度利用促進審議会委員

（事務局）

(順不同、敬称略）



協議事項１　　第二期成年後見制度利用促進基本計画について







参考

「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」
　成年後見制度利用促進体制整備委員会P82より



市（包括・福祉課） 市社協（委託） 県社協（委託）

㋐
広
報

周知・啓発 周知・啓発 周知・啓発

制度に関する相談 制度に関する相談

市長申立て

チーム体制調整（地域ケア会議）

受任者調整（マッチング） 親族後見人候補者の支援

チーム体制調整（地域ケア会議） 市民後見人候補者等の支援

市民後見人の育成 市民後見人の養成

日常生活自立支援事業等からの移行

チーム体制調整（地域ケア会議） 親族後見人や市民後見人の支援

受任者調整（マッチング・交代）

任意後見に関する相談

効
果

㋔
不
正
防
止

チーム体制調整（地域ケア会議） 親族後見人や市民後見人の支援 専門的な相談・支援

中核機関

受任者調整
（専門職の派遣）

受任者調整
（専門職の派遣）

専門的な相談・支援
（専門職の派遣）

三豊市における中核機関の運営主体と機能等について

機
能

㋑
相
談

㋒
利
用
促
進

㋓
後
見
人
支
援



●「権利擁護支援チーム」
（日常生活圏域

～自治体圏域）

●「中核機関」

（日常生活圏域

～広域圏域）

●「協議会」

（自治体圏域）

三豊市

●「審議会」（自治体圏域）

本人
地域ケア個別会議

市、市社協、県社協

①「権利擁護支援の方針についての検討・

専門的判断」

②「本人にふさわしい成年後見制度の利用に

向けた検討・専門的判断」

③「モニタリング・バックアップの検討・

専門的判断」

医師会・社会福祉協議会・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・事業所・

民生児童委員、学識経験者、家庭裁判所（オブザーバー）など

中核機関

後見人

中核機関

家族・親族

ケアマネジャー

ヘルパー

民生委員

地域関係団体

医療機関

社会福祉協議会

市

地域ケア推進会議

主治医

福祉関係団

民生委員会

警察

消防

メンバーは一例

メンバーは一例

・市計画の検討・策定

・取り組み状況の点検、評価 等

権利擁護支援の地域連携ネットワークの

三つの役割

ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援

イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備

ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年

後見制度の運用に資する支援体制の構築

権利擁護支援の

地域連携ネットワーク

設置区域：市

設置主体：市

運営主体：直営及び委託

三豊市における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について（イメージ）

三豊市成年後見制度利用促進基本計画P21を一部改変







三豊市成年後見制度利用促進基本計画 
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（２）基本計画の期間 

今回策定する基本計画は平成３１（２０１９）年度から平成３４（２０２

２）年度までの４か年です。 

 今後、高齢者福祉計画、障害者福祉計画及び地域福祉計画の見直しに伴い、

本計画を該当する部分に統合していく予定です。 

 

【今後のスケジュール】 

年 

度 
H30(2018) H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) 

計 

画 

高齢者福祉計画・障害者福祉計画 次期計画 

地域福祉計画 次期計画 

 成年後見制度利用促進基本計画    

 

（３）計画策定のための取り組み及び体制 

平成 29 年 10 月に成年後見制度利用促進審議会設置準備会を設置、さらに

平成３０年１０月には三豊市成年後見制度利用促進審議会を設置し、学識経験

者、医療・福祉関係者・司法関係者・市民等より基本計画策定に関し審議を重

ねました。また、平成 31 年 1 月には意見公募手続（パブリックコメント）を

実施し、幅広い意見を聴取しその反映に努めました。 

 

 

 

人口減少と少子高齢化が本市でも着実に進行しており、平成３７（２０２

５）年には団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）となることが見込まれてい

ることから、高齢者に関する課題は今後も本市が地域と取組む生活課題の一つ

であると考えられます。第３期三豊市地域福祉計画策定にあたり、三豊市に居

住する一般市民を対象とするアンケート調査を実施しました。その中で、成年

後見制度、日常生活自立支援事業について尋ねたところ、「制度の名称は知っ

ているが内容は知らない」が５割弱を占めており、「初めて知った」も３割弱

を占めており、制度が浸透していないことがうかがえます。その他、日頃何と

かしなければならないと思っていることについては、「独居高齢者や夫婦のみ

３．成年後見制度利用に関する現状と課題 

三豊市成年後見制度利用促進基本計画より抜粋



協議事項２　　三豊市における取組状況について　・市民後見人の養成・活躍支援







「成年後見関係事件の概況（令和３年１月～１２月）」
最高裁判所事務総局家庭局より

協議事項２　　三豊市における取組状況について　・市長申立て　ケース概要とその特徴



項目 令和4年4月1日
（住民基本台帳より）

総 人 口 62,802人

世 帯 数 26,109世帯

65歳以上人口 22,877人
（36.4％）

成年後見制度
利用者数 114人

年度 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R3

三
豊
市

成年後見制度に関
する相談
（）内は実件数

１０４
（４４）

２２４
（４４）

２１１
（５５）

１６３
（３６）

１７６
（４８）

２１５
（５０）

３０６
（６２）

市長申立件数 ５ １６ １３ ５ １２ １１ ９

香
川
県※

県内の申立件数 ２６９ ２５９ ３０８ ２６０ ２６４ ３２５ ２９６

市町長申立件数 ７９ ６６ ７８ ６４ ７４ ８８ ８７

※1月〜12月の1年間

三豊市の概況

高齢者と障害者を合算

2
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200 201
188
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84
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125
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0
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成年後見制度に関する相談（高齢者） 高齢者虐待に関する相談



三豊市における成年後見市長申立てと高齢者虐待との関係（平成１９年〜令和３年）

・高齢者虐待に関する相談件数 412件（実件数） 内、成年後見市長申立て件数 50件

・成年後見市長申立て件数 106件 内、セルフネグレクト25件 ネグレクト18件 その他虐待7件
（セルフネグレクト、ネグレクトを含まないケース）【図1】

・日常生活自立支援事業から成年後見市長申立てに移行した件数 14件 内、虐待ケース2件【図2】

セルフネグレクト25件
（23%）

ネグレクト18件
（17%）

その他虐待7件
（7%）

その他56件
（53%）

【図1】成年後見市長申立てと高齢者虐待との関係

市長申立て件数 全106件

日常生活自立支援事業から移行した
件数（虐待ケース以外） 12件

（ 11%）

日常生活自立支援事から移行した
件数 (虐待ケース) 2件（2%）

日常生活自立支援事業
利用なし92件

（ 87%）

【図2】日常生活自立支援事業から成年後見市長申立への移行
（高齢者）

セルフネグレクトとは、介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心身の健康維持ができなくなっている状態
「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」平成30年3月厚生労働省老健局 P４より 3

市長申立て件数 全106件



  協議事項 2 

  三豊市における取組状況について 

 ・成年後見制度の利用が必要な場面、その具体的な状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ケース概要 

  【ケース１】A さん 女性 ８０歳代 認知症 保佐類型 

施設入所後、生命の安全は確保できたものの、後見人がいなくなると虐待が再発する可能性が高い。 

 

【ケース２】C さん 女性 ６０歳代 知的障害 補佐類型 

施設入所後、健康を害するおそれも無くなり、安心して生活できるようになった。 

 

  【ケース３】E さん 女性 ９０歳代 認知症 後見類型 

施設入所後、セルフネグレクトは解消し、心身の健康維持ができている。 

 

  【ケース 4】D さん 女性 ８０歳代 認知症 後見類型 

施設入所後、消費者被害のおそれが無くなり、安心して生活できるようになった。 



その他 成年後見制度の利用が必要な場面、事項
 金銭管理ができないため、困窮状態に陥っているが、日常生活自立支援事業の契約ができない状態。
 親亡き後、障害のある子を心配（親が高齢、親族とは疎遠により申立てができない、など）
 同居している家族の支援力が低く生活に支障がでている（認知症高齢者の親と知的障害者の子の二人暮らし、

など）。
 認知症の進行により在宅生活の継続が限界。施設の契約が必要だが、本人一人ではできない。（独居、兄弟は

高齢、子供はいない、頼れる人が身近にいない、など）。
 身元引受人が高齢のため、他に緊急時に対応できる後見人がいないと施設入所の契約を受け付けてくれない。
 医療保護入院の同意をしていた家族が亡くなり、他に入院の同意、支援をしてくれる家族がいない。
 入院後の支払い、治療方針の説明を聞き、同意してくれる人、退院後の支援をしてくれる人がいない。
 本人に認知症があり、定期預金の解約ができない。

等々

これらは、成年後見人等だけですべて解決できるものではなく、成年後見人等は連携する関係者（チーム）の一
人として、適時、本人のために適切な代理権を行使する役割を期待されていることが多い。日常的な支援は、主
に身近な支援者が本人の意思決定に沿い行っているのが現状。
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香川県内における
権利擁護支援ネットワーク体制の構築

に向けた取組について

香川県社会福祉協議会地域福祉課

1

状況 実施時期 市町村計画の策定 中核機関の整備

策
定
・
整
備
済
み

平成３０年度 三豊市

令和元年度 高松市、善通寺市、東かがわ市 丸亀市、三豊市

令和２年度
丸亀市、坂出市、観音寺市、
さぬき市、土庄町、小豆島町、
宇多津町、綾川町、琴平町、
まんのう町

坂出市、善通寺市、宇多津町、
多度津町、高松市

令和３年度
さぬき市、東かがわ市、綾川町
琴平町、まんのう町
三木町

未
策
定
・
整
備

令和３年度中予定 三木町、直島町、多度津町 土庄町、直島町

令和４年度予定 観音寺市、小豆島町

＜令和３年１０月１日現在 香川県長寿社会対策課調べ＞

香川県内の市町における成年後見制度利用促進の取組状況

2

協議事項３　　関係機関との連携について



香川県内における権利擁護支援ネットワーク体制（現在） ※以下の資料は香川県社協作成

高松家庭裁判所

香川県

市町

香川県社会福祉協議会

市町社会福祉協議会

ＮＰＯ法人後見ネットかがわ
・後見等の受任・法人後見支援

ＮＰＯ法人手をつなぐ香川後見センター

【専門職による成年後見人等】
・香川県弁護士会 高齢者・障害者支援センター運営委員会
・公益社団法人成年後見センター･リーガルサポート香川県支部
・公益社団法人香川県社会福祉士会 ぱあとなあ香川

【各市町社協の取組み】
○日常生活自立支援事業（１７市町社協）
・社会福祉法に位置付けられている第２種社会福祉事業
・本人と市町社協、県社協の３者契約
○法人後見実施社協１７か所（各社協が実施主体）

※丸亀市、坂出市、さぬき市では市民後見人が活動中

○生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業等の実施）
１７市町社協
※市社協は、各市からの委託、
町社協は、県社協と町社協とで協議体を作り、

香川県から町部の実施についての委託を受ける。

○香川おもいやりネットワーク事業（１７市町社協）
社会福祉法人施設、民生委員・児童委員、社協との協働の取組

○生活支援コーディネーターの配置 等 一般社団法人後見センター・小豆島スタイル

※運営協議会、プロジェクトにおいて、成年後見制度利用促進法への対応についての
協議を行っている。（香川型モデルの構築）

【権利擁護に関わる団体のネットワーク】
＝かがわ後見ネットワーク（法人格のない任意のネットワーク）
（事務局︓県社協権利擁護・成年後見支援センター）

・無料相談、講師派遣（弁護士、司法書士、社会福祉士等）
・弁護士、司法書士、社会福祉士による地域担当制
・研修（市民後見人等）、広報啓発
・調査研究（成年後見制度利用支援事業、金融機関の取扱等）

※ネットワーク全体の運営についての協議を運営協議会にて行う。
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機能 各市町 圏域 県

基礎中核（市町が設置、委託可）
※行政、包括、社協との連携

支える中核（かがわ後見ネットワーク（事務局 県社協））
※行政、社協、専門職団体等との連携

広報

相談

利用促進

後見人支援

○広報
○ニーズ調査
○発見・見守り、声かけ

○相談

○ケース検討・サービス調整

○後見利用の場合

・市町長申立

・本人申立、親族申立

・適切な受任候補者の推薦

○後見人等への支援

○広報 ・講演会等の開催・パンフレット等の作成

専門職の派遣

専門職の相談、派遣

専門職の派遣

専門職の相談、派遣 （市民後見人等のフォローアップを含めて）
（定期的な相談会等に専門職の参加） 法人後見支援

運営
※現時点で
のイメージ

○基礎中核の運営に関する協議（仮）（定期的）

○市町内での権利擁護ネットワーク構築（仮）
（協議会等・年１回程度）

○支える中核運営協議会（仮）（年４回程度）
○権利擁護関係機関連絡会議（仮）（年１回程度）

※金融機関、医療機関を含める。
○法人後見等連絡会（仮）
○地域包括支援センター連絡会（仮）…権利擁護に関する
○中核機関連絡会議（仮）
○未成年後見サポート（仮）

研修
※現時点で
のイメージ

○市民後見人等人材養成研修
○市町長申立実務に関する研修（仮）（基礎編・応用編）
○市民後見等人材養成研修（県域及び圏域）
○専門職の講師派遣
○他、成年後見制度に関する研修

福祉サービス等の利用
後見利用でない場合

・日常生活自立支援事業 等

※継続した関わり

・定例の相談会開催時に専門職の参加

・ケース会議等への参加、助言等

・必要に応じて専門職による申立相談
（市町長申立、本人・親族申立について代行では
なく、申立相談。２回程度を想定）

・適切な受任候補者についての協議の場への参加
・市民後見人等の調整
（広域の調整が必要な場合、バンク（仮）による調整）

役割①専門職派遣に係る調整

役割③中核機関等運営支援

役割②研修会等の開催

県・各市町の中核機関の機能のイメージ（香川県）

4



○「支える中核」として、各市町の実践につながる全県的な仕組みやネットワークを協議して
作り、地域で活用できるようにつないでいくこと。（またその改善）
※県社協単独ではなく、多職種・団体、市町社協、行政との協働の取組として進める。
（県社協としてのプラットフォーム機能、ネットワーク機能）

○複数の市町での共同の取組に向けた調整
※現在、２圏域で取組に向けた協議を実施

○人材育成のための研修等の実施

次年度、意思決定支援に関する研修、市町長申立の実務に関する研修 等を県から受託予定
○情報共有の場をつくること

中核機関連絡会議の開催（ノウハウや課題の共有） 等
○情報収集、情報発信

県社協としての取組の方針

●県社協は県から事業委託を受け、上記取組を実施
（成年後見制度普及啓発事業（障害）、成年後見制度利用促進体制整備事業（高齢）、市民後見人養成事業（高齢））

●各市町への情報提供、調査や研修の案内等は、県が対応。
県担当者も県全体、各圏域での協議の場に参加したり、市町への個別訪問を実施。

5

今、取組んでいることの継続、常に原点回帰、ネットワークのあり方検討

○成年後見制度以外の権利擁護支援の充実
死後事務も含む生活支援の仕組み
キャッシュレス化への対応を検討

〇意思決定支援

○社協として日常生活自立支援事業、法人後見事業が継続できる仕組みづくり

○子どもの権利に関すること（未成年後見等）

○担い手の育成、活躍支援

○財源（成年後見、日常生活自立支援事業）
→県全体で寄付金等を活用した財源づくりの必要性
（地域の中でお金が循環する仕組みづくり）

○県社協の体制整備

県社協として今後に向けた課題
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県社協地区担当制や他の事業等と連携・協働し、各市町の状況に応じた
ネットワークを構築する。

・災害福祉支援ネットワーク構築事業
（経営協との協働）

・災害時の福祉支援体制整の整備
（国のガイドライン）

・子ども・子育て支援
（子どもの未来応援ネットワーク事業）

・食を通じた地域の居場所づくり
（子ども食堂支援、フードバンク活動）

成年後見制度利用促進

・福祉人材センターの取組
・福祉（専門職）の人材育成・
確保、連携

・地域の担い手の養成（後見支援員等）

再犯の防止等の推進
（福祉的支援を必要とする方の
社会復帰支援）

身元保証
（住居、医療、施設、就職等）

新たな住宅セーフティネット制度
（居住支援法人の指定）

県社協としてのプラットフォーム
・ネットワーク機能
香川おもいやりネットワーク

地域の権利擁護ネットワーク 子ども・子育て支援ネットワーク

居住支援ネットワーク

地域共生社会の実現に
向けた取組み

＝重層的な支援体制

人材確保のネットワーク

災害支援ネットワーク

香川県社協としての今後の取組み香川県社協としての今後の取組み
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三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 

1/1 

○三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 
平成30年10月5日 

条例第25号 
(設置) 

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、三豊

市の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、三豊市成年後見制度利用促

進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。 
(2) 法第14条第1項に規定する三豊市の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策

定に関すること。 
(組織) 

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医療・福祉関係者 
(2) 司法関係者 
(3) 識見を有する者 
(4) 関係行政機関の職員 
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 委員は、再委嘱されることができる。 

(会長及び副会長) 
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。 
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見の聴取) 
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 
(報酬及び費用弁償) 

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三

豊市条例第55号)の規定による。 
(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。 
(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

(最初の審議会の招集) 
2 審議会については、会長が選任されるまでの間は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

(三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 
3 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
 


